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噸理
■
會

，
■
型
祈
釧
酵

「検事意見」は形式論理に終始

さ
る

一
〇
月
初
め
、
最
高
検
察
庁
か
ら

森
川
弁
護
団
長
の
も
と

へ
弁
護
側
資
料
の

問
い
合
わ
せ
が
あ

っ
た
た
め
、
最
高
裁
事

務
局

へ
出
向

い
て
審
理
状
況
を
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、
今
年
内
に
は
最
終

「
決
定
」
が

あ
り
そ
う
だ
と
の
感
触
を
得
ま
し
た
。

そ
こ
で
支
援
す
る
会
と
し
て
急
き
ょ
、

最
高
裁

へ
の
第
二
次
署
名
活
動
に
と
り
か

か
り
、
多
く
の
文
化
人
の
方
が
た
の
協
力

も
得
て
集
約
し
た
署
名
を
、
第

一
回

（１０

月
２２
Ｈ
、
文
化
人

。
一
七
八
名
、　
一
般

・
四

一
四
名
）、
第

二
回

一Ｈ
月
９
日
、
文
化

人

・
二
三
名
、　
一
般

・
一
●
五
九
名
）
と
二

国
に
わ
け
提
出
し
ま
し
た

―
―
　
◆
　
―
―

と
こ
ろ
が
、
こ
の
署
名
活
動
中
に
、
す

で
に
九
月

一
人
日
、
最
高
検
の

「
検
事
意

見
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
た
二
と
が
判
明

し
ま
し
た
　
ヽ
一
の
検
事
意
見
書
は
、
詳
し

く
は
２
ぺ
―
ジ
に
弁
護
団
に
よ
る
反
論
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
論

理
構
成
に
な

っ
て
い
ま
す

一４
頁
参
照
）「

①

こ
の
事
件
は
現
刑
訴
法
の
施
行
前
の

事
件
だ
か
ら
、
旧
刑
訴
法
と
応
急
措

置
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
¨

②
応
急
措
置
法
で
は
、
憲
法
判
断
に
関

す
る
限
り
最
高
裁
で
審
理
で
き
る
こ

と

に
な

っ
て

い
る
．

③
今
回
の
特
別
抗
告
理
由
で
は
た
し
か

に
憲
法
判
断
を
求
め
て
い
る
。
し
か

し
東
京
高
裁
の

「
決
定

」
で
は
憲
法

判
断
に
ふ
れ
て
い
な

い
〕

④
し
た
が
っ
て
応
急
措
置
法
の
要
件
を

満
た
さ
ず
、
適
法
な
抗
告
の
理
由
が

な

い
。
「
よ

っ
て
、
本
件
特
別
抗
告

は
…
…
棄
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

思
料
す
る
」
。

ま
さ
に
形
式
論
理
の
き
わ
み
で
す

．
血

も
涙
も
な

い
、
本
で
鼻
を
く
く
る
と
い
う

形
容
が
、
こ
れ
以
上
迪
切
な
ケ
ー
ス
は
そ

う
ザ
ラ
に
は
見
当
た
り
ま
せ
ん

―
―
　
◆
　
―
―

こ
の

「
検
事
意
見
」
に
対
し
、
弁
護
団

は

一
０
月
二
二
日
、
最
高
裁

へ
反
論

一理

由
補
充
書
）
を
提
出
し
ま
し
た
．

日
本
の
裁
判
制
度
百
年
、
そ
の

″
百
年

目
″
の
司
法
の
実
態
を
、
私
た
ち
は
い
ま

再
審
請
求
人

・
弁
護
団
と
と
も
に
体
験
し

つ
つ
あ
り
ま
す
　
だ
か
ら
こ
そ
、　
い
「
そ

う
の
頑
張
り
が
求
め
為
れ
ま
す

支
援
す
る
会
も
発
足
五
年
目
に
入
り
ま

し
た
「
ど
う
ぞ
加
入
更
新

。
会
費
納
入
の

■
、

つ
づ
け
て
の
ご
協
力

・
ご
支
援
を
お

願

い
い
た
し
ま
す
　
　
　
　
一事
務
局
）
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一特
一尉
一抗
告
理

検
一事
意
見
〓

由
一補
一充
書

関
連
一し
て

横
一浜
事
件
弁
護
団

最
高
検
察
庁
土
屋
検
事
の
意
見
書

（平

成
二
年
九
月

一
八
日
付
）
の
見
解
に
対
し

て
左
記
の
と
お
り
弁
護
人
の
見
解
を
陳
述

す
る

（抗
告
理
由
第

一
点
な
い
し
第
四
点
の

補
充
）。

一
、
検
事
意
見
書
の
意
見
の
結
論
は
、

要
す
る
に
、
本
件
特
別
抗
告
に
つ
い
て
は

「応
急
措
置
法
」

一
八
条
の
解
釈
上
、
「
そ

の
決
定
又
は
命
令
に
お

い
て
法
律
、
命

令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る

か
し
な
い
か
に
つ
い
て
し
た
判
断
が
不
当

で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
と
き
に
限

り
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
決
定
で

は
何
ら
憲
法
判
断
を
し
て
い
な
い
か
ら

「応
急
措
置
法
」
上
の
適
法
な
抗
告
理
由

が
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
原
審
で
請
求
人
は

「再
審
請
求

理
由
補
充
書
」
（中
略
）
を
も

っ
て
、
同

補
充
書
第
二
点

「刑
事

一
件
記
録
の
減
失

処
分
と

『裁
判
を
受
け
る
権
利
ヒ

に
お

い
て
、
原
決
定

（横
浜
地
裁
）
が

一
件
記

録
が
な
い
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
し
て
再

審
請
求
を
し
り
ぞ
け
た
こ
と
が
憲
法
上
の

「裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
奪
う
違
憲
の

処
分
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
原
決
定
は
そ
の
判
断
を
明
示
し
て
は

い
な
い
け
れ
ど
も
、
横
浜
地
裁
決
定
と
同

様
記
録
不
存
在
の
理
由
に
よ
り
請
求
人
の

請
求
を
棄
却
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
横
浜

地
裁
決
定
が
憲
法
に
違
反
せ
ず
合
憲
で
あ

る
旨
の
判
断
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

（中
略
）。
な
お
上
告
審
で
初
め
て
適
用
法

条
の
違
憲
を
主
張
し
た
の
に
対
し
憲
法
判

断
を
し
た
事
例

（中
略
）
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
本
件
抗
告
事
件
で
最
高
裁
が
憲
法

判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
検

察
側
の
意
見
は
失
当
で
あ
る
っ

二
、
本
件
抗
告
事
件

の
核
心
的
問
題

は
、
ま
さ
に
司
法
機
関
を
ふ
く
む
国
家
権

力
機
関
に
よ
り
組
織
的
、
計
画
的
に
刑
事

事
件
の

一
件
記
録
を
焼
却
廃
棄

い
ん
め
つ

処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
そ

の
再
審
請
求
手
続
き
に
よ
っ
て
そ
の
被
告

人
の
名
誉
を
回
復
し
、
補
償
を
請
求
し
て

人
権
を
回
復
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち
憲
法

上

の

「裁
判
を
受
け
る
権
利
」
の
実
現

を
、
「記
録
不
存
在
」
の
理
由
に
よ

っ
て

拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
，
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

本
件
再
審
請
求
準
備
の
過
程
で
請
求
人

弁
護
人
ら
は
八
方
手
を

つ
く
し
て
極
力
旧

記
録
の
発
見
に
つ
と
め
、
そ
の
結
果
従
来

発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
若
千
の
判
決
謄

本
は
発
見
で
き
た
が
、
法
務
省
、
最
高
裁

で
は
不
存
在
と
の
回
答
で
あ
り
、
や
む
な

く
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
ま
で
そ
の
協
力
方

を
要
請
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
完

全
に

一
件
記
録
を
処
分
し
て
し
ま

っ
た
事

例
は
稀
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
徹
底
し
た

い
ん
め
つ
処
分
は
司
法
関
係
機
関
を
含
む

国
家
権
力
機
関
の
力
で
な
け
れ
ば
到
底
実

施
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
る
に
原
決
定
は

「記
録
の
存
在
し

な
く
な

っ
た
原
因
は
と
も
あ
れ
」
と
し

て
、
そ
の
点
を
不
間
に
し
て
再
審
の
審
理

手
続
き
に
は
い
る
こ
と
を
拒
否
し
、
実
質

的
に
請
求
人
の

「裁
判
を
受
け
る
権
利
」

即
ち
旧
憲
法
二
四
条
、
現
憲
法
三
二
条
三

七
条
で
保
障
す
る
基
本
的
権
利

・
自
由
を

侵
害
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
司
法
を
含

む
国
家
機
関
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
ま
さ
に
正
義
の
最
終
最
高
の
殿
堂
た

る
最
高
裁
に
期
待
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

し
カ三

、
次
に
検
察
官
は
本
件
特
別
抗
告
の

理
由
第
二
点
判
例
違
反
、
第
四
点
法
令
違

反

・
事
実
誤
認
の
主
張
に
つ
い
て
、
「応

急
措
置
法
」

一
人
条
の
文
言
を
根
拠
と
し

て
適
法
な
理
由
と
な
ら
な
い
と
主
張
し
て

い
る
。
し
か
し
応
急
措
置
法

一
八
条
は
文

字
ど
お
り
の
敗
戦
後
の
暫
定
的
立
法
で
あ

っ
て
、
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
最
高
裁
の

負
担
を
考
慮
し
て
の
暫
定
措
置
と
み
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
四
〇
年
以
上
を
経

過
し
た
現
在
の
段
階
に
お
い
て
依
然
と
し

て
文
字
ど
お
り
に
適
用
さ
れ
る
か
疑
間
で

あ
り
、
こ
と
に
憲
法
問
題
以
外
の
抗
告
理

由
を
最
高
裁
が
判
断
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば

刑
訴
法
四

一
一
条
を
特
別
抗
告
に
準
用
で

き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
法
の
明
文
の
さ

だ
め
は
な
い
が
判
例
は
昭
和
二
六
年
頃
か

ら
こ
れ
が
準
用
を
認
め
、
最
高
裁
大
法
廷

昭
和
三
七
年
二
月

一
四
日
決
定
も

（中

略
）
こ
れ
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
主
要

な
学
説

（中
略
）
も

こ
れ
を
認
め
て

い

ｏ′（′・，ウ̈し
た
が
っ
て
本
件
特
別
抗
告
に
つ
い
て

も
刑
訴
法
四
三
二
条

・
四
〇
五
条
の
ほ
か

同
四

一
一
条
も
適
用
ま
た
は
準
用
が
あ
る

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）

こ
と
に
特
別
抗
告
申
立
書
第
二
点
で
指
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摘
し
た
よ
う
に
、
広
島
高
等
裁
判
所
昭
和

五

一
年
九
月

一
八
日
決
定
は

一
件
記
録
が

ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

い
場
合
に
つ
い
て

「し
か
し
原
確
定
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば

常
に
原
判
決
の
認
定
に
関
連
す
る
諸
事
実

そ
の
他
原
訴
訟
及
び
捜
査
手
続
き
等
の
関

係
事
実
に
つ
き
、
他
の
資
料
に
よ
る
立
証

を
全
く
許
さ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
も
し
偶
々
右
記
録
の
全
部
も
し
く
は

一
部
が
焼
失
、
盗
難
、
紛
失
等
の
理
由
で

無
く
な
っ
た
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
ら
全
く

請
求
人
に
関
係
の
な
い
偶
然
的
事
情
に
よ

っ
て
記
録
の
あ
る
場
合
に
比
し
請
求
人
に

不
当
に
不
利
益
な
結
果
を
招
来
す
る
事
態

の
発
生
も
考
え
ら
れ
…
特
に
記
録
の
な
い

場
合
に
か
ざ
り
、
か
つ
再
審
請
求
理
由
に

必
要
な
限
度
で
は
右
立
証
を
認
め
る
べ
き

も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
、
本
件
事
案

よ
り
は
る
か
に
古
い
大
正
初
年
の
刑
事
事

件
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
の
う
え
再
審
開
始

の
決
定
を
し
た
判
例
は
、
本
件
事
案
の
よ

う
に
、
司
法
機
関
を
含
む
国
家
機
関
な
い

し
は
関
係
者
に
よ
っ
て
、
故
意
に
組
織
的

計
画
的
に
隠
匿
、
滅
失
処
分
に
付
せ
ら
れ

た
と
い
う
事
案
に
は
重
大
な
先
例
と
な
る

も
の
で
あ
る
。

ま
た
原
決
定
は
請
求
人
ら
に
つ
い
て

「拷
間
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

疑

い
を
否
定
し
さ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

と
さ
え
判
示
し
な
が
ら
、
記
録
の
不
存
在

の
理
由
で
抗
告
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
が
、

拷
間
の
疑
い
が
あ
れ
ば
そ
の
結
果
作
成
さ

れ
た
自
白
、
自
認
調
書
そ
の
他
供
述
に
基

い
て
認
定
判
断
さ
れ
た
旧
判
決
が
重
大
な

事
実
誤
認
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
べ
き
十
分

な
理
由
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
件
再
審

請
求
を
し
り
ぞ
け
た
原
決
定
に
は
重
大
な

事
実
誤
認
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
な

け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
件
で
特
に
ご
留
意
を
わ
ず
ら
わ

し
た
い
こ
と
は
、
本
件
で
旧
刑
事
訴
訟
法

で
な
く
現
行
刑
訴
法
に
よ
っ
て
再
審
請
求

が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
は
現
行
刑

訴
法
第
四
二
五
条

（旧
刑
訴
法
第
四
八
五

条
）
第
七
号
の
場
合
に
あ
た
る
典
型
的
な

事
例
で
あ
り
、
再
審
開
始
を
当
然
な
す
べ

き
事
案
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
件
第

一
審
に
提

出
し
た

「再
審
請
求
理
由
追
加
補
充
書
」

第

一
点
で
詳
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

横
浜
地
裁
決
定
で
は
、
０
提
出
に
か
か
る

元
警
察
官
ら
の
有
罪
確
定
判
決
は
益
田
直

彦
事
件
の
取
調
べ
関
係
者
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
他
の
請
求
人
の
事
件

に
関
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
０
同
号
に

い
う

「被
告
事
件

二
付
職
務

二
関
ス
ル
罪

ヲ
犯
シ
タ
ル
」
者
は
、
当
時
お
け
る
判
事

又
は
検
事
に
限
ら
れ
司
法
警
察
官
を
含
ん

で
い
な

い
こ
と
は
法
文
上
明
ら
か
で
あ

る
、
と
い
う
全
く
の
形
式
論
に
基
い
て
こ

の
主
張
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
し
か
し
実

質
的
、
歴
史
的
に
考
え
れ
ば
、
戦
前
に
お

い
て
は
、
司
法
警
察
職
員
と
く
に
特
別
高

等
警
察
関
係
の
職
員
の
職
権

。
実
力
は
絶

大
な
も
の
で
、
む
し
ろ
裁
判
官

。
検
察
官

ら
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
も
の
が
あ

っ
た
、

と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
人
権

じ
ゅ
う
り
ん
は
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
地
位

上
下
級
の
司
法
関
係
職
員
に
よ
っ
て
犯
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
と

い
っ
て
よ
い
。
む
し
ろ
現
在
よ
り
も
司
法

警
察
職
員
の
威
力
、
実
力
が
強
大
で
あ
っ

た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
司
法
警
察
職
員
が

被
告
事
件
に
つ
い
て
職
務
に
関
す
る
罪
を

犯
し
た
こ
と
が
確
定
有
罪
判
決
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
た
と
い
う
本
件
再
審
請
求
事
件

こ
そ
、
戦
後
の
基
本
的
人
権
尊
重
を
基
本

原
則
と
す
べ
き
現
代
国
家
の
真
価
を
発
揮

す
べ
き
絶
好
の
機
会
で
あ
り
、
特
に
そ
の

司
法
の
最
高

の
殿
堂
た
る
最
高
裁
に
こ

そ
、
再
審
請
求
を
い
れ
て
、
請
求
人
ら
の

踏
み
に
じ
ら
れ
た
人
権
と
正
義
を
回
復
す

る
道
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

四
、
検
察
側
援
用
の
大
法
廷
決
定
は
変

更
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

検
察
側
の
意
見
書
は
、
本
件
再
審
請
求

に
適
用
さ
る
べ
き
法
律

⌒刑
訴
法
な
ど
手

続
法
）
を
旧
法
に
よ
る
か
新
法
に
よ
る
か

に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
例
と
し
て
、
昭
和

三
七
年

一
〇
月
二
〇
日
の
大
法
廷
決
定
を

援
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
い
わ
ゆ

る

「巌
窟
王
」
吉
田
石
松
翁
再
審
請
求
事

件
の
大
法
廷
決
定
で
は
、
検
察
官
は
そ
の

意
見
書
に
お
い
て
、
今
回
の
意
見
書
と
は

全
く
違
う
立
場
を
と
り
、
「新
刑
訴
施
行

後
十
数
年
を
経
た
今
日
、
刑
訴
施
行
法
の

規
定
を
客
観
的
に
検
討
し
、
本
件
の
如
き

古
い
事
件
の
再
審
を
如
何
に
処
理
す
べ
き

か
を
考
え
る
場
合
、
刑
訴
施
行
法
二
条
の

「新
法
施
行
前
に
控
訴
の
提
起
の
あ

っ
た

事
件
」
と
は
、
当
時
な
お
裁
判
所
に
係
属

中
で
あ
っ
た
事
件
の
み
を
指
す
も
の
と
解

し
、
そ
の
再
審
の
如
き
は
原
判
決
の
如
く

新
法
に
よ
る
べ
き
こ
と
と
す
る
の
が
自
然

で
あ
る
と
信
ず
る
。
し
か
も
こ
れ
が
、
前

述
の
如
く
、
手
続
法
は
新
法
に
よ
る
と
の

法
の
原
則
お
よ
び
従
来
の
立
法
慣
例
に
も

添
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

」
と
、
国

民
の
常
識
か
ら
み
て
理
解
し
や
す
い
法
理

論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
吉
田
石
松
事

件
で
の
検
察
側
の
特
別
抗
告
申
立
の
真
の

目
的
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
力
説
し
た
検

察
側
の
見
解
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
傾
聴

す
べ
き
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
本
件
再
審
請
求
事
件
は
新
刑

訴
法
第
四
二
五
条
第
七
号
の
適
用
さ
れ
る

べ
き
典
型
的
事
案
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

前
記
大
法
廷
決
定
は
名
古
屋
高
等
裁
判

（次
頁
中
段
へ
）
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園

．
一
・・

・
一
一

・

．最
高
検
の

「意
見
書
Ｆ

音
“　
　
　
見
　
　
　
童
日

請
求
人
　
木
　
村
　
　
　
一∵

右

の
者

に
対
す
る
再
審
請
求
事
件

に

つ

き
、
弁
護
人
か
ら
中
立
て
の
あ

っ
た
特
別
抗

告
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
意
見
を
開
陳
す

る
、

平
成
二
年
九
月

一
八
日

最
高
検
察
庁

検

事

土

屋

真

一

最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷

裁
判
長
裁
判
官
　
禾
日
川
保

一
殿

本
件
特
別
抗
告
は
、
次
に
述

べ
る
と
お

り
、
そ
の
主
張
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
棄

却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
．

一
　

本
件
記
録
に
よ
る
と
、
請
求
人
木
村
亨

に
対
す
る
治
安
維
持
法
違
反
事
件
に
つ
い

て
、
第

一
審
の
横
浜
地
方
裁
判
所
は
、
昭

和
三
〇
年
九
月

一
五
日
に
同
法
違
反
に
よ

り
同
人
を
懲
役
二
年
に
処
し
三
年
間
右
刑

の
執
行
を
猶
予
す
る
旨
の
有
罪
判
決
を
言

い
渡
し
、
上
訴
の
申
立
て
が
な
か
っ
た
の

で
、
同
判
決
が
そ
の
こ
ろ
確
定
し
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
請
求
人
の
弁

護
人
ら
は
、
同
確
定
判
決
に
対
し
て
横
浜

地
方
裁
判
所
に
再
審
請
求
を
し
、
同
裁
判

所
は
昭
和
六
三
年
二
月
二
人
日
に
右
請
求

を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
の
で
、
こ

れ
に
対
し
て
東
京
高
等
裁
判
所
に
即
時
抗

告
を
申
し
立
て
、
同
高
等
裁
判
所
は
昭
和

六
三
年

一
二
月

一
六
日
に
即
時
抗
告
を
棄

却
す
る
決
定
を
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
六
三

年

一
二
月
二
四
Ｈ
に
な
原
決
定
に
対
し
て

最
高
裁
判
所
に
特
別
抗
告
を
申
し
立
て
、

原
決
定
に
は
憲
法
違
反
、
判
例
違
反
、
法

令
違
反
及
び
事
実
誤
認
が
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
．

と
こ
ろ
で
、
本
件
再
審
請
求
に
適
用
す

べ
き
法
律
は
、
前
述
の
と
お
り
、
本
件
治

安
維
持
法
違
反
が
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
施

行
前
に
公
訴
の
提
起
が
あ

っ
た
事
件
で
あ

る
か
ら
、
同
法
施
行
後
も
、
旧
刑
事
訴
訟

法

（大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
五
号
）
及

び
日
本
国
憲
法
の
施
行
に
伴
う
応
急
的
措

置
に
関
す
る
法
律

（昭
和
二
十
二
年
法
律

第
七
十
六
号
、
以
下

「応
急
措
置
法
」
と

い

つ
。
）

に
よ
る
こ
と
に
な
る

（中
略
）．

そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
抗
告
に
つ
い

て
は
、
裁
判
所
法
七
条
二
号
の
規
定
に
よ

り
応
急
措
置
法

一
人
条

の
抗
告

の
よ
う

に
、
訴
訟
法
が
特
に
最
高
裁
判
所
に
対
し＼

所

に
よ
る

「
原
決
定
」

の
判
断

で
あ
る

「
現
行
刑
訴
法
は
、
基
本
的
人
権

の
保
障

を
理
念
と
す
る
憲
法
の
も
と
で
、
こ
の
憲

法
の
精
神
を
刑
事
訴
訟
手
続
に
映
し
刑
事

被
告
人
の
保
護
、
基
本
的
人
権
の
保
障
を

は
か
る
た
め
、
特

に
旧
刑
訴
法
を
大
幅

に
、
そ
し
て
根
本
的
に
改
正
し
て
、
で
き

あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
旧
刑
訴

法
の
も
と
で
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
事
件
で

も
現
行
刑
訴
法
に
よ
る
こ
と
特
段
の
支
障

の
な

い
限
り
、
現
行
刑
訴
法
に
よ
り
審
判

す
る
と
解
す
る
こ
と
が
、
憲
法
の
精
神
に

も
副
う
所
以
で
あ
る
。
云
々
」
と
の
判
示

に
対
し

「新
刑
訴
法
を
如
何
な
る
時
か
ら

如
何
な
る
事
件
に
適
用
す
る
か
は
経
過
法

の
立
法
に
際
し
て
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し

て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
、
法
律
に

一

任
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

刑
訴
施
行
法
二
条
が
新
法
施
行
前
に
公
訴

の
提
起
が
あ

っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
法

新
法
施
行
後
も
な
お
旧
法
及
び
応
急
措
置

法
に
よ
る
旨
を
規
定
し
、
新
法
を
適
用
し

な

い
こ
と
に
し
た
の
は
何
ら
憲
法
に
違
反

す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
大
法
廷
決
定
の
考
え
方
は
、
刑
事

訴
訟
法
と
い
う
国
民
の
基
本
的
人
権
を
左

右
す

る
立
法

に

つ
い
て
の
取
扱

い
を
、

「法
律
に

一
任
」
す
る
こ
と
を
も

っ
て
足

る
と
し
た
点
で
、
憲
法

一
一
条
、

〓
二
条

三

一
条
三
二
条
三
七
条
な
ど
憲
法
全
体
の

趣
旨
構
造
に
照
ら
し
、
も
は
や
維
持
す
べ

き
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
、
す
み

や
か
に
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
み
る
と
、
検
察
官

の
援
用
す
る
前
記
大
法
廷
決
定
は
今
日
で

は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
¨

10月 4日 、日本ペンクラブで訴える小林 さん (右)と 木村 さん (左 )
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て
な
し
得
る
も
の
と
定
め
た
抗
告
の
み
に

つ
い
て
裁
判
権
を
有
す

る
の
で
あ
る
か

ら
、
本
件
特
別
抗
告
も
、
右
応
急
措
置
法

一
八
条
に
よ
る
抗
告
と
し
て
、
「
そ
の
決

定
又
は
命
令
に
お
い
て
法
律
、
命
令
、
規

則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な

い
か
に
つ
い
て
し
た
判
断
が
不
当
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
す
る
と
き
に
限
り
」
す
る

こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い

（中
略
）
。

一
一　
と
こ
ろ
で
、
本
件
特
別
抗
告
理
由
第

一

点

の
憲
法
三
二
条

（裁
判
を
受
け
る
権
利

の
保
障
）
、
同
三

一
条

（法
定

の
手
続

の

保
障
）
及
び
同

一
三
条

（個
人

の
尊
重
、

生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
権

の
尊
重
）

の
解
釈
適
用
の
誤
り
の
各
主
張
並
び
に
第

二
点
の
同
三
六
条

（拷
間
及
び
残
虐
刑
の

禁
止
）
及
び
同
三
八
条

（自
己
に
不
利
益

な
供
述
の
強
要

の
禁
止
、
自
白
の
証
拠
能

力
）
の
解
釈
適
用
の
誤
り
の
各
主
張
に
つ

い
て
は
、
原
決
定
に
お
い
て
、
本
件
再
審

請
求
棄
却
の
決
定
等
が
右
の
憲
法
の
各
規

定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
し
て

い
な

い
か
ら

（中
略
）
、
応
急
措
置
法

一

八
条

の
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な

く
、
適
法
な
抗
告
の
理
由
が
な
い
。

ま
た
、
本
件
特
別
抗
告
の
理
由
第
二
点

の
判
例
違
反
及
び
第
四
点
の
法
令
違
反

・

事
実
誤
認
の
各
主
張
に
つ
い
て
も
、
応
急

措
置
法

一
八
条
に
よ
る
抗
告
が
原
決
定
に

お
け
る
憲
法
判
断
の
不
当
を
理
由
と
す
る

と
き
に
限
ら
れ
る
か
ら
、

い
ず
れ
も
適
法

な
抗
告
の
理
由
に
当
た
ら
な

い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

よ

っ
て
、
本
件
特
別
抗
告
は
、
そ
の
各

主
張
に
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
棄
却
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
。

１０
月
４
日
、
獄
中
作
家
の
日

日
本
ベ
ン
ク
ラ
ブ
で
訴
え

―
―
木
　
村
　
亨
さ
ん

―
―
小
林
英
二
郎
さ
ん

さ
る

一
〇
月
四
日
、
新
宿
の
紀
伊
国
屋

ホ
ー
ル
で
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
主
催

「獄

中
作
家
の
日
」
講
演
会

（第

一
〇
回
）
が

ゾ
ル
ゲ
事
件
、
横
浜
事
件
を
テ
ー
マ
に
行

わ
れ
た
。

こ
の
獄
中
作
家
の
日
は
、
毎
年

一
〇
月

の
第

一
木
曜
日
を
救
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

当
て
よ
う
と
い
う
、
世
界
ペ
ン
セ
ン
タ
ー

の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
開
会
挨
拶

で
高
田
宏
氏

（日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
常
務
理

事
、
作
家
）
は
、
現
在
、
厳
密
な
意
味
で

の
獄
中
作
家
は
日
本
に
は
存
在
し
な
い

が
、
こ
つ
し
た
集
会
を
も
つ
の
は
、
国
際

支
援

の
意
味
も
あ
る
が
、
「獄
中
作
家
」

を
生
み
出
し
か
ね
な
い
状
況
が
強
ま
っ
て

い
る
か
ら
で
も
あ
る
、
と
の
べ
た
。

横
浜
事
件

の
映
画

『証
言
』
（青
銅
プ

口
）
の
上
映
会

（本
誌
１４
号
で
既
報
）
で
、

横
浜
事
件
を
ペ
ン
ク
ラ
ブ
で
と
り
上
げ
た

い
と
発
言
さ
れ
た
加
賀
乙
彦
氏

（獄
中
作

家
委
員
会
委
員
長
、
作
家
）
は
、
「
獄
中
作

家

の
現
状
」
に
つ
い
て
講
演
、
そ
の
中

で
、
国
家
秘
密
法
案
、
拘
禁
二
法
案
、
日

の
丸
、
君
が
代
、
本
島
市
長
襲
撃
事
件
等

に
ふ
れ
つ
つ
、
言
論
の
国
家
統
制
は
遠
い

昔
と
は
い
え
な
い
不
気
味
な
状
況
が
進
行

し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

「ゾ
ル
ゲ
事
件
と
私
」
と
題
す
る
講
演

で
尾
崎
秀
樹
氏
は
、
ゾ
ル
ゲ
事
件
を
い
わ

ゆ
る
ス
パ
イ
事
件
と
し
て
で
は
な
く
、
戦

争
に
反
対
す
る
国
際
連
帯
を
つ
く
る
た
め

の
ゾ
ル
ゲ
、
尾
崎
ら
の
意
図
を
正
し
く
と

ら
え
る
こ
と
の
だ
い
じ
さ
を
強
調
、
そ
し

て
戦
時
下
、
当
局
の

一
方
的
発
表
の
み
が

報
道
さ
れ
、
戦
後
は
反
共
心
理
作
戦
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
に
利
用
さ
れ
、
国
秘
法
推
進

派
も
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
危
険
を
指

摘
し
た
。

映
画

『証
言
』
が
上
映
さ
れ
た
の
ち
、

再
審
申
し
立
て
人
、
木
村
亨
氏
が
壇
上
に

の
ぼ
っ
た
。
木
村
氏
は
敗
戦
の
日
に
お
け

る
細
川
嘉
六
氏
の
烈
々
た
る
獄
中

レ
ポ

や
、
拷
間
特
高
に
た
い
す
る
共
同
告
発

（四
五
年

一
一
月
）
な
ど
を
紹
介
し
つ
つ
、

八
五
年
の
国
家
秘
密
法
案
の
登
場
に
さ
い

し
、
同
法
案
の
阻
止
の
た
め
に
も
再
審
請

求
の
決
意
を
固
め
た
、
と
の
べ
た
。

小
林
英
二
郎
氏
は
、
検
挙
さ
れ
た
当
時

の
状
況
、
特
高
の
残
虐
な
で
っ
ち
上
げ
経

過
を
説
明
、
″
治
安
維
持
法
が
で
き
る
、
特

一局
が
で
き
る
、
そ
こ
か
ら
次
々
に
弾
圧
、

で
っ
ち
上
げ
が
生
ま
れ
た
。
悪
法
は
独
り

歩
き
す
る
。
だ
か
ら
国
家
秘
密
法
案
、
拘

禁
二
法
案
は
許
せ
な
い
″
と
の
べ
た
。

ホ
ー

ル
を
埋
め
た
約
二
〇
〇
の
聴
衆

は
、
い
ず
れ
も
深
い
感
銘
を
う
け
た
様
子

で
、
会
終
了
後
、
事
務
局
に
協
力
を
申
し

出
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
あ
っ
た
。

（署
名
文
化
人
、

北
條
　
一九

一

本
多
　
秋
五

本
間
要

一
郎

堀
川
　
弘
通

前
野
　
育
三

松
浦
　
総
三

松
谷
み
よ
子

松
本
三
之
介

松
島
　
栄

一

九
山
　
　
昇

三
浦
　
綾
子

緑
川
　
　
一号

水
田
　
　
洋

南
　
　
　
博

宮
田
　
光
雄

宮
本
　
憲

一

宮
脇
　
俊
三

森
田
　
を三

宮
城
　
土
日
弥

山
住
　
正
己

山
田
　
大

一

山
田
　
洋
次

山
田
　
を不
睦

山
本
　
　
進

山
代
　
　
巴

湯
川
　
和
夫

和
田
　
洋

一

渡
邊
　
義
夫

８
頁
つ
づ
き
）

（ド
イ

ツ
文
学
）

（文
芸
評
論
）

（経
済
学
）

（映
画
監
督
）

（法
学
）

（評
論
家
）

（作
家
）

（歴
史
学
）

（歴
史
学
）

（評
論
家
）

（作
家
）

（出
版
人
）

（経
済
学
）

（心
理
学
）

（政
治
学
）

（経
済
学
）

（作
家
）

（教
育
学
）

（心
理
学
）

（教
育
学
）

（
シ
ナ
リ
オ
作
家
）

（映
画
監
督
）

（評
論
家
）

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

（作
家
）

（哲
学
）

（ド
イ

ツ
文
学
）

（国
語
学
）
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弁
護
団
彙
∵
翠
川
全
寿
先
生
の
新
著

卿
整

墓

こ

裁

謝

一一■
〓

一

横
浜
事
件
再
審
裁
判
弁
護
団
長
と
し
て

私
た
ち

の
運
動

の
先
頭
に
立

つ
森
川
氏

は
、
教
科
書
裁
判
弁
護
団
長
で
も
あ
る
。

私
た
ち
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
言
論
の
自

由
、
人
権
、
民
主
主
義
の
あ
り
よ
う
を
憂

え
、　
い
き
ど
お
り
、
横
浜
事
件
再
審
の
実

現
を
強
く
願
う
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は

そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
、
限
り
な

い
共
感

を
お
ぼ
え
さ
せ
、
運
動
に
確
信
を
与
え
て

く
れ
る
本
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
固
苦
し
い
本
で
は
な

い

″
人
権
問
題
あ
れ
ば
、
必
ず
森
川
弁

護
士
の
姿
あ
り
″
と
で
も
い
い
た
く
な
る

よ
う
に
、
戦
前
、
東
大
卒
業
後
、
弁
護
士

の
道
に
す
す
ん
だ
氏
は
、
以
降
、　
喜
員
し

て
人
権
擁
護
、
民
主
主
義
の
立
場
か
ら
の

活
動
を
つ
づ
け
る
。　
一
九
四
七
年
、
自
由

人
権
協
会
の
創
立
に
参
加
し
て
か
ら
、
と

く
だ
ん
そ
の
活
動
は
多
彩
で
あ
る
。
本
書

の
叙
述
に
は
、
こ
の
よ
う
な
氏
の
足
ど
り

が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
、
体
験
に
一暴
う

ち
さ
れ
た
説
得
力
が
感
じ
ら
れ
、
生
き
生

き
と
し
た
読
物
に
な
っ
て
い
る
。

家
永
二
郎
教
授
が

一
九
六
五
年
に
提
訴

さ
れ

て
以
来
二
五

年
、
訴
訟
は
二
次

に

お
よ
び
、
そ

の
ぼ
う

大
な
全
容
は
容
易

に

つ
か
み
難

い

（第
二

次
訴
訟
記
録
は
全
八

巻

で
、　
ロ
ン
グ
出
版

か
ら
近
刊
．
ほ
か
に

第

一
次
、
第
二
次

の

記
録
も
刊
行
さ
れ
て

い

る
ヽ

し

か

も
、

判
決
は
、
七
五
年

の
杉
本
判
決

の
よ
う

な
、
憲
法

の
精
神
そ

の
も

の
に
従

っ
た

―
―
し
た
が
っ
て
わ
か
り
や
す

い
―
―
判

決
で
は
な
く
、
奇
弁
を
弄
し
て
行
政
側
に

軍
配
を
あ
げ
る
わ
か
り
に
く
い
判
決
が
相

つ
い
で
い
る
。

し
か
し
、
現
実
の
法
廷
で
た
た
か
っ
て

き
た
著
者
は
、
そ
の
ぼ
う
大
、
複
雑
な
裁

判
の
流
れ
を
簡
潔
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と

に
成
功
し
、
私
た
ち
に
裁
判
の
意
義
や
間

題
点
を
説
き
あ
か
し
て
く
れ
る
。

横
浜
事
件
再
審
裁
判
を
支
援
す
る
人
た

ち
に
と
っ
て
、
と
く
べ
つ
共
感
を
呼
ぶ
の

は
、
第
六
章

「忘
れ
ら
れ
な

い
暗
黒
時

代
」
や
第
七
章

「
八
〇
年
代
検
定
と

″
加

藤
判
決
こ

な
ど
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

第
六
章
で
は
、
横
浜
事
件
の
ほ
か
、
美
濃

部
達
吉

「
天
皇
機
関
説
」
、
河
合
栄
治
郎

『
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
』
事
件
、
石
川
達
三

『生
き
て
い
る
兵
隊
』
事
件
、
津
田
左
右

吉

・
尾
崎
行
雄
ら
の

「不
敬
」
事
件
、
ゾ

ル
ゲ

・
尾
崎
事
件
等

々
が
語
ら
れ
て
い

る
．
い
ず
れ
も
著
者
が
青
年
期
に
見
聞
し

た
諸
事
件
で
あ
り
、

一
見
す
れ
ば
、
教
科

書
裁
判
と
は
縁
が
遠
そ
う
に
み
え
る
が
、

読
ん
で
み
れ
ば
、
横
浜
事
件
再
審
請
求
も

教
科
書
裁
判
も
、
私
た
ち
が
国
家
権
力
に

対
し
て
問

い
か
け
て
い
る
も
の
は
、
全
く

一
つ
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
実
感
で

き
る
だ
ろ
う
。

著
者
は

「あ
と
が
き
」
で
、
「今
日
ほ

ど
、
少
な
く
と
も
教
科
書
裁
判
に
関
す
る

か
ぎ
り
、
司
法
に
対
す
る
私
た
ち
の
信
頼

が
極
度
に
ゆ
ら
い
で
い
る
時
期
は
な
い
。

″
ま
だ
最
高
裁
″
が
あ
る
と
い
う
か
わ
り

に
、
″
ま
だ
国
民
世
論
と
国
際
世
論
が
あ

る
″
と
訴
え
ざ
る
を
え
な

い
状
況
に
あ

る
」
と
の
べ
て
い
る
。
著
者
は
慎
重
に

も
、
「教
科
書
裁
判
に
関
す
る
限
り
」
と

限
定
句
を
付
さ
れ
て
い
る
が
、
横
浜
事
件

再
審
請
求
に
お
け
る
横
浜
地
裁
、
東
京
高

裁
の
非
合
理
き
わ
ま
る

「決
定
」
に
接
し

た
私
た
ち
と
し
て
は
、
こ
の
限
定
句
は
不

要
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
特
別
抗
告
は
、
目
下
、
最
高
裁
で

審
理
中
で
あ
る
。
「
ま
だ
最
高
裁
が
あ
る
」

と
の
言
葉
は
、
八
海
事
件
と
い
う
え
ん
罪

事
件

（
一
九
五

一
年
発
生
）
で
の
被
告
側

の
叫
び
で
あ
る
が
、
最
高
裁
は
五
七
年
、

原
判
決
破
棄
、
差
し
一戻
し
を
決
定
し
て
、

そ
の
存
在
理
由
を
示
し
た
。
今
や
こ
の
言

葉
は
死
語
と
な
っ
た
観
が
あ
る
が
、
私
た

ち
の
再
審
請
求
に
対
し
、
最
高
裁
が
ま
と

も
に
対
処
し
、
再
び
こ
の
言
葉
を
生
き
た

言
葉
に
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
本
が
広
く
読
ま

れ
、
国
民
世
論
の
輪
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

財

機り ます攀‐,事
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支
援
す
る
会

こ
の
四
年
の
足
跡

一
九
九
〇
年

４
月

２
日

¨
最
高
裁

へ
の
第
二
次

「要

請
」
署
名
、　
〓
二
五
五
名
分
を
提
出

釜
削

年
１２
月
１５
日
提
出
の
三
〇
八
名
分
と
合
わ
せ

一　エハ
エ（
〓
一ク
「
）

５
月

一
映
画

『言
論
弾
圧

・
横
浜
事
件

―
―
証
言
』
笙
月
銅
プ
ロ
）
完
成

７
月
６
日

¨
同
映
画
試
写
と
再
審
裁
判
現

相
原
　
　
光

（経
済
学
）

青
木
　
雨
彦

（
エ
ッ
セ
イ

ス
ト
）

梓
　
林
太
郎

（作
家
）

安
部

　

一
成

（経
済
学
）

安
藤
　
次
男

（詩
人
）

荒
井
　
信

一

（歴
史
学
）

新
井
　
直
之

（
マ
ス
コ
ミ
論
）

い
い
だ
も
も

（作
家
）

伊
藤
　
成
彦

（文
学
）

伊
藤
　
昌
大

（歴
史
学
）

伊
藤
　
信
吉

（詩
人
）

伊
佐
　
千
尋

（作
家
）

家
永
　
一二
郎

（歴
史
学
）

池
上
　
　
惇

（経
済
学
）

石
井
金
之
助

（経
済
学
）

石
井
　
　
孝

（歴
史
学
）

石
川
　
弘
義

（社
会
心
理
学
）

石
田
　
勝
心

（映
画
監
督
）

石
田
　
　
雄

（政
治
学
）

飯
沢
　
　
匡

（
シ
ナ
リ
オ
作
家
）

猪
野
　
健
治

（
マ
ス
コ
ミ
論
）

一
番

ヶ
瀬
康
子

（社
会
福
祉
学
）

乾
　
　
　
孝

（社
会
心
理
学
）

井
上
　
頼
豊

（音
楽
家
）

井
本
　
一二
夫

（著
述
家
）

色
川
　
大
吉

（歴
史
学
）

今
井
　
　
正

（映
画
監
督
）

況
報
告
の
夕
べ

（東
京
弁
護
士
会
館
）

１０
月
４
日

¨
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
主
催
の
集

会
に
て
同
映
画
上
映
、
木
村
亨

・
小
林
英

二
郎
氏
発
言

１０
～
Ｈ
月

¨
最
高
裁

へ
の
第
二
次

「要

請
」
署
名

（文
化
人
二
〇

一
名
、
支
援
す
る

会

・
出
版
労
連
関
係

一
四
七
三
名
）

※
最
高
裁
の

「決
定
」
が
ま
も
な
く
出
そ

う
だ
と
い
う
こ
と
で
、
既
述
の
通
り
、

急
遠
第
二
次

「要
請
」
行
動
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
こ
こ
に
掲
げ
る
の
は
、
文

化
人
宛
て
に
署
名
の
協
力
を
お
願
い
し

た
折
り
に
と
り
ま
と
め
た
、
支
援
す
る

会
の
こ
の
四
年
の
足
取
り
で
す
。
ご
参

考
ま
で
に
再
録
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す

（事
務
局
）。

◆

横
浜
事
件

・
再
審
裁
判
は
、
提
訴
以
来

す
で
に
四
年
余
り
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
経
過
を
年
表

ふ
う
に
し
ま
す
と
、

次
の
通
り
で
す
。

一
九
八
六
年

７
月
３
日

¨
横
浜
地
裁

へ
再
審
申
し
立
て

１１
月
６
日

¨
「横
浜
事
件

・
再
審
裁
判
を

支
援
す
る
会
」
発
足
集
会

（同
年
１２
月
１５

日
会
報
第

一
号
発
行
）

一
九
八
七
年

７
月
２７
日

¨
申
し
立
て
人

・
和
田
か
よ
さ

ん

（故
和
田
喜
太
郎
氏
母
堂
）
逝
去

Ｈ
月
１３
日

¨
「
い
ま
、
危
機
に
立

つ
言
論

を
見
す
え
る
」
集
会

（総
評
会
館
、
「国
家

秘
密
法
に
反
対
す
る
出
版
人
の
会
」
と
共

催
）

一
九
八
八
年

２
月
１２
日

¨
申
立
人

・
青
山
鉱
治
氏
逝
去

３
月
３‐
日

¨
横
浜
地
裁
、
「棄
却
」
決
定

４
月
１
日

¨
東
京
高
裁

へ
即
時
抗
告

７
月
２
日

一
提
訴
二
周
年
記
念
集
会

（横

浜
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

１０
月

一
東
京
高
裁

へ
、
文
化
人

一
四

一
名

の

「要
請
」
署
名
葉
書
提
出

‐２
月
１６
日

¨
東
京
高
裁
、
「棄
却
」
決
定

‐２
月
２４
日

¨
最
高
裁

へ
特
別
抗
告

‐２
月

¨
支
援
す
る
会
製
作
ビ
デ
オ

『証

言

・
横
浜
事
件
』
完
成

一
九
八
九
年

５
～
８
月

¨
最
高
裁

へ
の

「要
請
」
署
名

活
動

（文
化
人
三
二
一
名
、
支
援
す
る
会

・

出
版
労
連
関
係
二
二
九
七
名
）

７
月

¨
事
件
関
係
者

・
黒
田
秀
俊
氏
、
事

件
被
害
者

・
美
坂
太
郎
氏
、
逝
去

９
月
２３
日

¨
土
井
郷
誠
氏

（事
件
当
時
の

横
浜
刑
務
所
看
守
、
有
力
証
人
）
逝
去

‐２
月
１
旧

】
支
援
す
る
会
結
成
三
周
年

「
言
論
と
教
育
」
集
会

貧
石
波
セ
ヽヽ
ナヽ
ー
ル

ー
ム
、
「教
科
書
検
定
訴
訟
を
支
援
す
る
出

版
連
絡
会
」
と
の
共
催
）

今
堀
　
誠
二

（歴
史
学
）

岩
井
　
忠
熊

（歴
史
学
）

岩
尾
　
裕
純

（経
済
学
）

岩
永
健
吉
郎

（政
治
学
）

宇
井
　
　
純

（公
害
問
題
）

上
杉
　
捨
彦

（歴
史
学
）

潮
見
　
俊
隆

（法
学
）

幼
方
　
直
吉

（歴
史
学
）

浦
田
　
賢
治

（法
学
）

浦
野
　
春
樹

（ド
イ
ツ
文
学
）

嬉
野
満
洲
雄

（国
際
問
題
）

江
口
　
上
士

　
（歴
史
学
）

江
藤
　
倫
泰

（法
学
）

江
藤
　
文
雄

（評
論
家
）

江
守
　
五
夫

（法
学
）

大
石
嘉

一
郎

（歴
史
学
）

大
内
　
　
力

（経
済
学
）

大
形
　
孝
平

（経
済
学
）

大
久
保
昭
男

（文
学
）

大
谷
　
晃

一

（作
家
）

大
谷
　
省
三

（経
済
学
）

小
山
内
美
江
子

（
シ
ナ
リ
オ
作
家
）

小
田
切
秀
雄

（文
学
）

小
田
中
聰
樹

（法
学
）

岡
倉
吉
志
郎

（国
際
政
治
学
）

岡
部
伊
都
子

（作
家
）

岡
本
　
愛
彦

（人
文
）
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奥
野
　
健
男

（文
芸
評
論
家
）

金
子

ハ
ル
オ

（経
済
学
）

鎌
田
　
　
慧

（
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）

上
　
笙

一
郎

（児
童
文
学
）

川
上
　
　
武

（医
事
評
論
家
）

河
野
　
健
二

（歴
史
学
）

川
村
善
二
郎

（歴
史
学
）

河
村
　
　
望

（社
会
学
）

上
林
貞
治
郎

（経
済
学
）

木
下
　
恵
介

（映
画
監
督
）

木
下
　
忠
司

（作
曲
家
）

木
原
　
正
雄

（経
済
学
）

吉
川
　
経
夫

（法
学
）

北
林
　
谷
栄

（俳
優
）

久
野
　
　
収

（哲
学
）

久
保
田
正
文

（文
学
）

具
島
兼
二
郎

（政
治
学
）

黒
木
　
和
雄

（映
画
監
督
）

黒
田
　
了

一

（法
学
）

小
出
昭

一
郎

（物
理
学
）

小
林
　
久
三

（作
家
）

小
林
　
孝
輔

（法
学
）

小
林
　
亜
星

（作
曲
家
）

後
藤
み
な
子

（作
家
）

神
野
環

一
郎

（政
治
学
）

香
原
　
志
勢

（自
然
人
類
学
）

近
藤
　
信
行

（評
論
家
）

佐

々
木
基

一

（文
芸
評
論
家
）

佐

々
木
潤
之
介

（歴
史
学
）

佐
多
　
稲
子

（作
家
）

佐
野
　
　
洋

（作
家
）

斎
藤
　
秋
男

（歴
史
学
）

早
乙
女
勝
元

（作
家
）

真
田
　
　
是

（社
会
福
祉
学
）

清
水
　
知
久

（歴
史
学
）

塩
田
庄
兵
衛

（社
会
運
動
史
）

宍
一月
　
健
夫

（社
会
福
祉
学
）

篠
田
　
正
浩

（映
画
監
督
）

柴
垣
　
和
夫

（経
済
学
）

芝
田
　
進
午

（哲
学
）

渋
川
　
　
暁

（文
学
）

島

田
　
信
義

（法
学
）

霜
山
　
徳
爾

（文
学

・
作
家
）

寿
岳
　
文
章

（英
文
学
）

新
庄
　
嘉
章

（
フ
ラ
ン
ス
文
学
）

新
藤
　
兼
人

（映
画
監
督
）

新
村
　
　
猛

（
フ
ラ

ン
ス
文
学
）

白
坂
依
志
夫

（
シ
ナ
リ
オ
作
家
）

杉
原
　
四
郎

（経
済
学
）

杉
原
　
泰
雄

（法
学
）

鈴
木
　
正
四

（歴
史
学
）

鈴
木
　
一
一郎

（社
会
学
）

鈴
木
　
英

一

（法
学
）

隅
谷
二
喜
男

（経
済
学
）

関
　
　
恒
義

（経
済
学
）

千
田
　
夏
光

（作
家
）

祖
父
江
孝
男

（文
化
人
類
学
）

袖
井
林
二
郎

（政
治
学
）

田
島
　
征
三

（画
家
）

田
中
小
実
昌

（作
家
）

田
村
　
紀
雄

（社
会
学
）

高
崎
　
隆
治

（評
論
家
）

高
橋
　
　
洸

（労
働
問
題
）

高
柳
　
信

一

（法
学
）

高
木
健
次
郎

（経
済
学
）

竹
盛
　
天
雄

（日
本
文
学
）

武
谷
　
一二
男

（物
理
学
）

橘
　
　
祐
典

（映
画
監
督
）

滝
沢
　
　
修

（俳
優
）

滝
平
　
一
一郎

（画
家
）

千
葉
　
正
士

（法
学
）

津
上
　
　
中
心

（演
出
家
）

都
築
　
忠
七

（経
済
学
）

都
留
　
重
人

（経
済
学
）

辻
　
　
達
也

（歴
史
学
）

鶴
見
　
和
子

（評
論
家
）

寺
島
ア
キ
子

（
シ
ナ
リ
オ
作
家
）

寺
田
　
　
透

（
フ
ラ

ン
ス
文
学
）

暉
峻
　
衆
三

（農
業
経
済
学
）

戸
板
　
康
二

（作
家
）

戸
木
田
嘉
久

（経
済
学
）

藤
間
　
生
大

（歴
史
学
）

利
谷
　
信
義

（法
学
）

な
だ
い
な
だ

（作
家
）

奈
良
本
辰
也

（歴
史
学
）

直
木
孝
次
郎

（歴
史
学
）

永
井
　
路
子

（作
家
）

中
林
　
一写
真

（作
曲
家
）

中
山
　
和
久

（法
学
）

中
山
　
研

一

（法
学
）

夏
堀
　
正
元

（作
家
）

鳴
海
　
正
泰

（社
会
学
）

西
野
　
辰
吉

（作
家
）

西
丸
　
震
也

（植
物
学
）

布
川
角
左
衛
門

（出
版
人
）

沼
田
稲
次
郎

（法
学
）

野
村
芳
太
郎

（映
画
監
督
）

羽
仁
　
　
進

（映
画
監
督
）

秦
　
　
恒
平

（作
家
）

旗
田
　
　
魂

（歴
史
学
）

埴
谷
　
雄
高

（作
家
）

浜
林
　
正
夫

（社
会
思
想
史
）

林
　
　
茂
夫

（軍
事
評
論
家
）

林
　
　
直
道

（経
済
学
）

林
　
　
　
光

（作
曲
家
）

林
　
　
英
夫

（歴
史
学
）

林
　
　
文
夫

（音
楽
評
論
家
）

夫
馬
　
基
彦

（作
家
）

深
作
　
欣
二

（映
画
監
督
）

福
島
　
新
吾

（政
治
学
）

福
田
　
歓

一

（政
治
学
）

藤
田
　
　
勇

（法
学
）

藤
田
　
省
三

（思
想
史
）

藤
田
　
親
昌

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
）

藤
井
　
治
夫

（軍
事
問
題
）

古
山
　
　
登

（
マ
ス
コ
ミ
史
）

降
旗
　
康
男

（映
画
監
督
）

辺
見
じ
ゅ
ん

（作
家
）

堀

田

　

善

衛

（
作

家

）

　

（以
下
、

５
頁
下
段

金

（掛
猶
傾
が
狙
わ
訓
行
まへ
崎
）

〈
６
月
〉
兼
坂
か
ね
子
、
風
見
清
二
、

松
谷
み
よ
子
、
木
下
忠
司
、
塩
田
庄

兵
衛
、
北
繁
、
橘
裕
典
、
中
村
智

子
、
古
山
登
、
南
海
放
送
、
小
野
新

一
、
東
方
正
梧
、
及
川
達
男
、
小
木

宏
、
三
渡
章
高
、
関
幸
造
、
佐
々
木

光
子
、
鈴
木
国
雄
、
南
部
正
男
、
佐

藤
純
子
、
青
山
房
子
、
鳴
原
良
平
、

平
館
利
雄
、
北
川
啓
、
佐

々
木
陽

子
、
田
中
翠
、
万
代
好
子
、
小
川
保

夫
、
千
葉
良
信
、
河
合
郁
子
、
吉
田

杜
夫
、
堀
哲
美
、
実
方
義
雄
、
栗
原

美
智
子
、
Ｃ
＆
Ｓ
労
組
、
安
江
淳
、

細
川
英
子
、
塚
本

一
郎
、
荒
牧
三

恵
、
久
保
田
昌
弘
、
高
野
久
美
子
、

土
井
千
代
子
、
中
村
忠
志
、
本
口
和

夫
、
小
森
修
、
生
ビ
恵
哉
、
中
村
速

男
、
矢
走
直
子
、
長
原
嘉
市
、
井
上

ケ
イ
子
、
高
橋
基
之
、
秋
田
弘
、
佐

藤

ヨ
シ
、
佐
川
隆
彦
、
大
谷
晃

一
。

〈
７
月
〉
川
田
定
子
、
岡
田
富
久
子
、

伊
藤
賢
治
、
野
々
村
散
、
中
西
篤
、

渡
辺
義
夫
、
関
原
勇
、
前
田
朗
、
大

島
久
治
郎
、
小
平
克
、
笠
井
洋
子
、

鈴
木
光
枝
。
〈
８
月
〉
平
館
利
雄
、

松
岡
喜
美
子
、
江
口
十
四

一
、
石
川

一
行
。
〈
９
月
〉
山
崎
義
子
、
平
館

利
雄
、
篠
原
あ
や
、
関
谷
清
、
石
川

卓
慶
、
平
井
豊

一
、
大
森
節
子
、
西

尾
喩
香
。
〈
１０
月
〉
戸
部
宗
七
郎
、

宮
崎
公
子
、
福
田
詢
、
久
野
収
、
古

沢
太
穂
、
平
館
利
雄
。

妻
表

盤

露

義

葬

暑

黎

警

懲

入会申込 0会費納入先

〒 01千代田区猿楽町 48松村ビル402

横浜事件 。再審裁判を支援する会

Z' 03-3291-8066

く年会費〉個人=2000円  団体=5000円

● 郵 便 振 替  東京3-150641

振替用紙に口座番号、金額、氏名、住所

など必要事項をご記入のうえ、お振 り込

みください。

● 銀 行 振 込  富士銀行九段支店

普通預金口座 1478864「 横浜事件再審裁

判を支援する会」


